
通
訳
案
内
士
法
及
び
旅
行
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

通
訳
案
内
士
法
の
一
部
改
正

一

通
訳
案
内
士
の
資
格
の
名
称
及
び
区
分

通
訳
案
内
士
の
資
格
に
つ
い
て
、
全
国
通
訳
案
内
士
に
名
称
を
変
更
す
る
と
と
も
に
、
地
域
通
訳
案
内
士
業
務
区
域
に

お
い
て
、
報
酬
を
得
て
、
通
訳
案
内
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
地
域
通
訳
案
内
士
の
資
格
区
分
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
二
条
関
係
）

二

全
国
通
訳
案
内
士

１

全
国
通
訳
案
内
士
試
験
の
う
ち
、
筆
記
試
験
の
科
目
と
し
て
、
通
訳
案
内
の
実
務
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
第
二
項
関
係
）

２

全
国
通
訳
案
内
士
は
、
三
年
以
上
五
年
以
内
に
お
い
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
、
登
録
研
修
機
関
が

実
施
す
る
通
訳
案
内
研
修
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
第
一
項
関
係
）

３

登
録
研
修
機
関
の
登
録
は
、
通
訳
案
内
研
修
の
実
施
に
関
す
る
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
観
光
庁
長

官
が
行
う
こ
と
と
す
る
等
、
登
録
研
修
機
関
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



（
第
二
章
第
五
節
関
係
）

４

全
国
通
訳
案
内
士
で
な
い
者
は
、
全
国
通
訳
案
内
士
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
名
称
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
第
五
十
二
条
関
係
）

三

地
域
通
訳
案
内
士

１

国
土
交
通
大
臣
は
、
地
域
通
訳
案
内
士
の
育
成
、
確
保
及
び
活
用
に
関
す
る
地
域
通
訳
案
内
士
育
成
等
基
本
指
針
を

定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
三
条
関
係
）

２

市
町
村
又
は
都
道
府
県
は
、
地
域
通
訳
案
内
士
育
成
等
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
当
該
市
町

村
又
は
都
道
府
県
の
区
域
内
に
つ
い
て
、
観
光
庁
長
官
の
同
意
を
得
て
、
地
域
通
訳
案
内
士
育
成
等
計
画
を
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
四
条
関
係
）

３

地
域
通
訳
案
内
士
育
成
等
計
画
に
つ
い
て
観
光
庁
長
官
の
同
意
を
得
た
市
町
村
又
は
都
道
府
県
が
行
う
当
該
同
意
に

係
る
地
域
通
訳
案
内
士
業
務
区
域
の
特
性
に
応
じ
た
通
訳
案
内
に
関
す
る
研
修
を
修
了
し
た
者
は
、
当
該
地
域
通
訳
案

内
士
業
務
区
域
に
お
い
て
、
地
域
通
訳
案
内
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(

第
五
十
五
条
関
係
）



４

地
域
通
訳
案
内
士
は
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
地
域
通
訳
案
内
士
の
名
称
を
使
用
す
る
と
き
は
、
そ
の
資
格
を
得
た
地

域
通
訳
案
内
士
業
務
区
域
を
明
示
し
て
す
る
も
の
と
し
、
当
該
地
域
通
訳
案
内
士
業
務
区
域
以
外
の
区
域
を
表
示
し
て

は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
八
条
関
係
）

５

地
域
通
訳
案
内
士
で
な
い
者
は
、
地
域
通
訳
案
内
士
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
名
称
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
第
六
十
条
関
係
）

四

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

旅
行
業
法
の
一
部
改
正

一

定
義

１

旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
と
は
、
報
酬
を
得
て
、
旅
行
業
を
営
む
者
（
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
外
国
に
お
い
て
旅
行

業
を
営
む
者
を
含
む
。
）
の
た
め
、
旅
行
者
に
対
す
る
運
送
等
サ
ー
ビ
ス
又
は
運
送
等
関
連
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
つ
い

て
、
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と
の
間
で
、
代
理
し
て
契
約
を
締
結
し
、
媒
介
を
し
、
又
は
取
次
ぎ
を
す
る

行
為
（
取
引
の
公
正
、
旅
行
の
安
全
及
び
旅
行
者
の
利
便
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）



を
行
う
事
業
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
六
項
関
係
）

２

旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
務
と
は
、
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
を
営
む
者
が
取
り
扱
う
１
の
行
為
を
い
う
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
二
条
第
七
項
関
係
）

二

旅
行
業
務
取
扱
管
理
者

１

旅
行
業
者
等
が
、
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
営
業
所
が
複
数
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
複
数
の
営
業
所
が
近
接
し
て
い
る
と
き
は
、
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
複
数

の
営
業
所
を
通
じ
て
一
人
で
足
り
る
（
た
だ
し
、
当
該
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
の
事
務
負
担
が
過
重
な
も
の
と
な
る
場

合
そ
の
他
の
当
該
複
数
の
営
業
所
に
お
け
る
旅
行
業
務
の
適
切
な
運
営
が
確
保
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。
）
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
の
二
第
五
項
関
係
）

２

本
邦
内
の
旅
行
業
者
の
う
ち
営
業
所
の
所
在
す
る
市
町
村
の
区
域
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
地
域
内
の
も

の
の
み
に
つ
い
て
旅
行
業
務
を
取
り
扱
う
営
業
所
に
あ
っ
て
は
、
当
該
営
業
所
の
所
在
す
る
地
域
に
係
る
地
域
限
定
旅

行
業
務
取
扱
管
理
者
試
験
に
合
格
し
た
者
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
の
二
第
六
項
関
係
）



３

旅
行
業
者
等
は
、
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
の
職
務
に
関
し
、
三
年
以
上
五
年
以
内
に
お
い
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
期
間
ご
と
に
、
旅
行
業
務
に
関
す
る
法
令
、
旅
程
管
理
そ
の
他
の
必
要
な
知
識
及
び
能
力
の
向
上
を
図
る
た
め
、
旅

行
業
協
会
が
実
施
す
る
研
修
等
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。（

第
十
一
条
の
二
第
七
項
関
係
）

４

旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
試
験
の
種
類
に
、
地
域
限
定
旅
行
業
務
管
理
者
試
験
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
の
三
第
二
項
関
係
）

三

通
訳
案
内
士
に
係
る
旅
行
業
者
等
の
義
務

１

旅
行
業
者
等
が
旅
行
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
説
明
す
る
取
引
条
件
と
し
て
、
全
国
通
訳
案
内
士

又
は
地
域
通
訳
案
内
士
の
同
行
の
有
無
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(

第
十
二
条
の
四
第
二
項
関
係
）

２

旅
行
業
者
は
、
旅
行
者
以
外
の
旅
行
業
務
に
関
し
取
引
を
す
る
者
と
旅
行
業
務
に
関
し
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、

旅
行
者
に
提
供
す
べ
き
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

(

第
十
二
条
の
五
関
係
）

四

旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業



１

旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
観
光
庁
長
官
の
行
う
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
第
二
十
三
条
関
係
）

２

旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
者
は
、
営
業
所
ご
と
に
、
一
人
以
上
の
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
務
取
扱
管
理
者
を
選
任
し

て
、
当
該
営
業
所
に
お
け
る
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
務
に
関
し
、
そ
の
取
引
に
係
る
取
引
条
件
の
明
確
性
、
旅
行
に
関

す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
確
実
性
そ
の
他
取
引
の
公
正
、
旅
行
の
安
全
及
び
旅
行
者
の
利
便
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な

事
項
に
つ
い
て
の
管
理
及
び
監
督
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
八
条
第
一
項
関
係
）

３

旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
者
は
、
三
年
以
上
五
年
以
内
に
お
い
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
、
旅
行
サ
ー

ビ
ス
手
配
業
務
取
扱
管
理
者
の
職
務
に
関
し
、
登
録
研
修
機
関
が
実
施
す
る
研
修
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。

(

第
二
十
八
条
第
六
項
関
係
）

４

旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
者
は
、
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
務
に
関
し
取
引
を
す
る
者
と
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
務
に
関

し
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
旅
行
者
に
提
供
す
べ
き
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

(

第
三
十
条
関
係
）



５

観
光
庁
長
官
は
、
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
者
が
こ
の
法
律
に
違
反
し
た
場
合
等
に
お
い
て
、
六
月
以
内
の
期
間
を
定

め
て
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
、
又
は
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(

第
三
十
七
条
関
係
）

五

旅
行
業
協
会

１

旅
行
業
協
会
の
業
務
に
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
務
に
関
す
る
事
項
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
一
条
関
係
）

２

旅
行
業
協
会
は
、
一
定
の
課
程
を
定
め
、
旅
行
業
者
等
の
従
業
者
に
対
す
る
旅
行
業
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
研
修

又
は
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
者
の
従
業
者
に
対
す
る
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
研
修
を
実
施
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
六
条
関
係
）

六

雑
則

１

旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
者
又
は
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
務
に
関
す
る
契
約
の
実
施
の
た
め
の
業
務
に
従
事
す
る
者
が

組
織
す
る
団
体
は
、
そ
の
成
立
か
ら
三
十
日
以
内
に
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
観
光
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

(

第
六
十
八
条
関
係
）



２

観
光
庁
長
官
は
、
取
引
の
公
正
の
維
持
、
旅
行
の
安
全
の
確
保
及
び
旅
行
者
の
利
便
の
増
進
の
た
め
必
要
か
つ
適
当

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
旅
行
業
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
た
者
の
氏
名
又
は
名

称
そ
の
他
法
令
違
反
行
為
に
よ
る
被
害
の
発
生
若
し
く
は
拡
大
を
防
止
し
、
又
は
取
引
の
公
正
を
確
保
す
る
た
め
に
必

要
な
事
項
を
一
般
に
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
一
条
関
係
）

七

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
関
係
）

三

こ
の
法
律
の
施
行
状
況
に
関
す
る
検
討
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
十
五
条
関
係
）


